
32 

 

関係法令等（抜粋） 

○建設工事請負契約書（約款） 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その者の氏名その他必要な事項を受注者に通知

しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定める

ところにより、次に掲げる権限を有する。 

（１） この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は  

協議 

（２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

た詳細図等の承諾 

（３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験 

若しくは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ

の監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任

したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければ

ならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図

書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員

に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

 

（設計図書の変更） 

第１９条 発注者は、第１８条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計

図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合におい

て、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

○ 道路維持工事特記仕様書 

第３条 その他 

１）「道路維持管理システム」の利用 

受注者は、原則として道路維持管理システム（https://www.pref.tottori.lg.jp/287478.htm 利

用料負担なし）を利用すること。但し、システム利用に必要な端末（スマートフォン、タブレッ

ト等）については、受注者で調達すること。  

本工事における指示・実施報告は、「道路維持管理システム」により行う。 

作業ごとの施工数量、作業実績（人員・機械・材料）、出来形資料等についても、別紙２「実 

績報告における留意点」に留意し、速やかに同システムにより報告すること。 

なお、同システムの導入により、様式の一部を廃止する。 
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○鳥取県土木工事共通仕様書 

第１編 共通編  

第１章 総則  

第１節 総則  

１-１-１-６ 監督員  

１. 監督員の権限  

当該工事における監督員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項である。 

２. 監督員の権限の行使  

監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する  

場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等

が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するもの

とする。 

 

○建設工事設計変更等取扱要領 

（協議等の取扱い） 

第３条 受発注者が指示、協議、通知、承諾、報告、提出等（以下「協議等」という。）を行  

 う場合は、工事打合せ簿により行うこととし、次の各号に定めに従うこと。 

（１）発注者発議は、監督員が下表の承認権者の承認を受けて施行するものとし、受注者は、   

  発注者発議の協議等を受けた場合、受けた日から原則として１４日以内に回答すること。 

（２）受注者発議は、現場代理人、主任技術者等が行うものとし、発注者は、受注者発議に 

よる協議等を受けた場合、速やかに下表の承認権者の承認を受け、原則として受けた日 

に受注者へ回答すること。ただし、即日回答が困難な場合は、回答期限を回答すること。 

協議等の内容 承認権者 

設計変更を伴うもの 

 請負代金額

の変更を伴

うもの 

・軽微変更であって、設計変更に伴う請負代金

額の増減額が 100 万円超から 1,000 万円以下

のもの 

県土整備事務所長、 

県土整備局長又は 

港湾事務所長 

※「軽微変更」とは、工期延伸、重要な構造、主要な工法、位置、断面等の変更に係る以外  

の設計変更をいう。 

 

○鳥取県土木工事施工管理基準 

第１章 総 則 

７．その他 

（１）工事写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後明視   

できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理 

基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求に対し速やかに提示する 

とともに、工事完成時に提出しなければならない。 
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第４章 写真管理基準 

2．撮影 

2-1 撮影頻度 

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。 

3．整理提出 

3-1 工事写真の提出 

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。 

 （１）工事写真帳に施工段階毎で整理し、工事完成時に１部提出する。ただし、電子納品対  

象工事は「4.電子納品対象工事の取扱い」による。 

4．その他 

用語の定義 

（２）適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことを   

いう。 

撮影箇所一覧表（全体） 

区分 写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度［時期］ 整理条件 

出来形管理 別添 撮影箇所一覧表（出来形管理）に準じて撮影 

 

撮影箇所一覧表（出来形管理） 

【第 10 編 道路編】 

工種 写真管理項目 

撮影項目 撮影頻度［時期］ 整理条件 

維持修繕

工関係 

清掃（路面、標識、

側溝、集水桝） 

出来ばえ 施工日に１回［施工前後］ 適宜 
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３－（１）建設工事請負契約書【当初】 
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３－（２）数量総括表【当初】 
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３－（３）建設工事請負変更契約書【最終】 
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３－（４）数量総括表【最終】 
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４－（１）工事設計書【当初】（抜粋） 
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４－（２）工事設計書【最終】（抜粋） 
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４－（３）数量表（除草面積計算集計表） 

【令和７年３月 21 日付決裁変更設計書添付】 
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４－（４）リスクアセスメントＫＹ活動実施記録 
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